
215

56

角　田

中
象鼻山

多芸橋
牧田川

高田橋

橋爪大橋

養老
ＳＡ

至 垂井町

名神高速道路

N

全面通行止箇所全面通行止箇所

橋爪大橋

全面通行止箇所

名神高速道路

迂回路

※普通車はスマートICのアクセス道路
　を使用しての迂回が可能

今後の汚水処理事業の進め方について説明会を開催します。
これまで、農業集落排水区域を除く町内全域を公共下水道
で整備する計画としてきましたが、今後の人口減少などを
考慮した最適な整備区域の再検討の結果に基づき、下記の
とおり整備区域を見直します。今後は、公共下水道区域及
び農業集落排水区域以外の地域については、合併処理浄化
槽での汚水処理を推進するため、浄化槽補助金の拡充を行
います。
▶内　容／・公共下水道区域の見直しについて
　　　　　・浄化槽補助金の拡充について
▶とき・ところ／

公共下水道区域の見直し等に関する説明会

問 建設課　工務係　☎22-7512

問 上下水道課　下水道係　☎22-7518

一般県道養老垂井線「橋爪大橋」
開通に伴う交通規制が行われます

岐阜県が養老町橋爪地内で整備を進めている、一般県道養老垂井線「橋爪大橋」が、２月21日（土）午後３時に開通しま
す。開通にともない、同日午前10時から開通式典を行うため、次のとおり橋爪大橋付近の牧田川左岸提を全面通行止
めとします。ご理解とご協力をお願いします。
▶通行止め期間／２月21日（土）　午前８時～午後３時
▶通行止め箇所／

問 住民課　環境衛生係　☎22-7510

収集日

収集対象地区
（小学校区）

３月２日（月）

府中・岩手地区

３月３日（火）

垂井地区

３月４日（水）

宮代地区

３月５日（木） ３月６日（金）

表佐・栗原地区 東地区

粗大ごみ収集を実施します

戸別収集（要予約）

拠点収集（予約不要）

▶予約受付／２月２日（月）～20日（金）　（土日祝日を除く）
　　　　　　午前８時30分～午後５時（火・木曜日は午後６時15分）
　　　　　　WEBフォームでも受付けます。ぜひご利用ください。
　　　　　　※戸別収集ができる粗大ごみの大きさは、おおむね180センチメートル以内です。

予約の際、粗大ごみの大きさ（たて・横・高さ）をお伺いする場合がありますの
で、事前に計測をお願いします。

▶ごみの出し方／１点につき200円分の処理券に、自治会名と氏名を記入し、粗大ごみに貼り付
け、収集日の午前８時までに、玄関先や道路沿いへ出してください。

３月１日から７日までの間、粗大ごみ収集を行います。なお、この収集期間中に出すことができる粗大ごみは、１世帯
あたり合計５点までです。

▶収集日／３月１日（日）～７日（土）　午前９時～午後４時
▶持ち込み場所／・エコドーム建物東側
　　　　　　　　・クリーンセンター東の堤防からおりた指定場所
▶ごみの出し方／１点につき100円分の処理券に、自治会名と氏名を記入し、粗大ごみに貼り付け、原則排出者本人

が持ち込みください。

町では、㈱マーケットエンタープライズと連携協定を締
結し、リユースプラットフォーム「おいくら」を通じたリ
ユースの取り組みを行なっています。売却することで
リユース（再利用）につなげることができる場合があり
ます。ご検討ください。

粗大ごみが５点を超える場合や、収集期間外に粗大ごみを出したい場合・・・

お願い

！

不要品をごみとして出す前に、
　　　　　　リユースにつなげてみませんか？

▲WEB予約はこちら

▲「おいくら」への
　一括査定申込み
　はこちら

・事業所で発生するごみや、業者に依頼して取り外したごみなどは出すことができません。
・収集員や持ち込み場所で処理券の販売は行っていません。事前に役場や取扱店で購入してください。
・拠点収集において、原則、排出者本人がお持ち込みください。また、別世帯のご家族と一緒に持ち
込む場合でも、１回あたりの持ち込みは５点以内としてください。

ご自身で西南濃粗大廃棄物処理センターへ持ち込むか、町が許可した一般廃棄物収集運搬業者に依頼
する方法があります。なお、処理センターの利用方法は、町ホームページをご確認ください。

見直し後の公共下水道整備区域

ところと　き

19:00～

13:00～

２月16日（月）

２月19日（木）

２月20日（金）

２月23日（月・祝）

岩手地区まちづくりセンター

栗原地区まちづくりセンター

府中地区まちづくりセンター

文化会館　小ホール

記　号名　称
公共下水道区域
農業集落排水区域
合併処理浄化槽区域 着色なし

TARUI information
まちのお知らせ

広報たるい　2026.２ 8広報たるい　2026.２9
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財源確保のため、有料広告を掲載しています。
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問 子育て推進課　子育て政策係　☎22-7506

申請は４月16日まで
第２子以降出産祝金

▶対　象／以下の条件を全て満たす人
　・令和８年３月31日までに第２子以降の子を出
産した母またはその配偶者で、子の出生日に
おいて町内に子と同一の住所を有する人

　・第２子以降の子の出生日に、その子以外の児
童（18歳に到達してから最初の３月31日までの
児童）を養育している人

▶支給金額／第２子以降の児童1人につき10万円
▶申請方法／担当課に備え付け、または町ホーム
ページからダウンロードした申請書に必要事項
を記入し、必要書類を添えて窓口または郵送に
て提出
▶申請期限／４月16日（木）必着

問 子育て推進課　子育て政策係　☎22-7506

物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援
するため、国の事業として物価高対応子育て応援
手当を支給します。
▶支給対象／垂井町に住所を有する０歳から高校
生世代までの対象児童を養育する保護者
▶対象児童／
　①令和７年９月分（９月出生の児童は10月分）の
児童手当支給対象児童

　②令和７年10月１日から令和８年３月31日まで
に出生した児童

▶支給額／対象児童１人につき２万円
▶その他／申請書類や支給日などは、ホームペー
ジを順次更新しますのでご確認ください。

問 住民課　環境衛生係　☎22-7510

プラスチック製容器包装の分別収集
に関する説明会を開催します

令和８年４月から、これまで可燃ごみとして処理し
ていたプラスチックのうち、「プラスチック製容器
包装」の分別収集を、通常のごみ出しにおいて新
たに実施します。対象となるプラスチックの種類や
出し方などを詳しく説明します。次のとおり説明会
を開催しますので、ぜひご参加ください。

ごみ収集のお知らせ

物価高対応子育て応援手当
を支給します

問 住民課　環境衛生係　☎22-7510

すべてのごみ収集なし

と　き 内　容

２月11日（水・祝）
２月23日（月・祝）

スチール缶の収集なし３月２日（月）
３月３日（火）

不燃物・
アルミ缶の収集なし

３月５日（木）
３月６日（金）

栗原地区まちづくりセンター

府中地区まちづくりセンター

東地区まちづくりセンター

宮代地区まちづくりセンター

岩手地区まちづくりセンター

ワイワイプラザ垂井

表佐地区まちづくりセンター

文化会館　小ホール

と　き ところ
２月13日（金）
19：00 ～
２月16日（月）
19：00 ～
２月18日（水）
19：00 ～
２月19日（木）
19：00 ～
２月20日（金）
19：00 ～
２月26日（木）
19：00 ～
２月27日（金）
19：00 ～
３月８日（日）
10：00 ～※いずれも振替収集は行いません。

本事業は令和７年度をもって終了の
ため、申請がお済みでない人は期限
までに申請をしてください。

Ｊアラートを使った全国一斉
情報伝達試験が実施されます

コンビニ交付サービス
を停止します

「セクシュアル・リプロダクティブ・
ヘルス/ライツ（SRHR）」とは、全ての
人が、心身ともに健康な状態で、性や
生殖に関する事柄を自分で自由に決
定できる権利、そのために必要な情報
やサービスを得られる権利などのこ
とをいいます。
性や身体、結婚や出産に関する考え方
は人それぞれであり、誰にでも自分の
生き方を選択する自由があります。
特に女性の場合、妊娠や出産によって
その後の人生が大きく変化するた
め、SRHRを本人や周りの人が理解し
ていることは非常に重要です。
SRHRは国際的に認められている人権
の一つですが、日本での認知度はまだ
まだ低い状況です。私たち一人ひと
りがこの権利について知り、各々が持
つ価値観や性差による違いを尊重し
合うことが、誰もが自分らしく生きら
れる社会の実現に繋がります。

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）は、
大規模地震や他国からの武力攻撃な
ど緊急事態が発生した場合において、
国が発信した緊急情報を町の防災行政
無線で瞬時に伝達するシステムです。
▶と　き／２月６日（金）　午前11時
▶方　法／町内の防災行政無線によ
る放送

システムメンテナンスにより、以下の
日程でコンビニ交付サービスを停止
します。コンビニ交付サービスによ
り各種証明書を取得する人は、お早め
に取得してください。
ご不便をおかけしますが、ご理解ご協
力をお願いします。
▶停止期間／３月９日（月）
　　　　　　  ～３月23日（月）　終日

毎月の国民年金保険料を口座振替の
当月末引き落とし（当月早割）で納付
したり、半年分、１年分、２年分をま
とめて前払い（前納）すると保険料が
割引されます。　
４月からの２年前納、１年前納、６か
月前納を希望する場合は、２月末日ま
でのお申し込みが必要です。金融機
関届出印や口座名義人等に誤りがあ
ると手続きが間に合わない場合があ
りますので、ご注意ください。
〇手続きに必要なもの：基礎年金番
号がわかる書類（基礎年金番号通知
書や年金手帳など）、口座振替を希
望する通帳、金融機関へのお届印、
顔写真付きの身分証明書類（免許証
やマイナンバーカードなど）

〇手続きができるところ：年金事務
所、住民課保険年金窓口、口座振替
を希望する金融機関窓口
　※マイナポータルからオンライン
申請もできますがマイナンバー
カード、署名用電子証明書のパス
ワード、ねんきんネットとの連携
が必要です

口座振替による前納制度の
ご利用は２月末が締切です

男女共同参画
自分らしく生きるための権利
「SRHR」について考えましょう

問 企画調整課　生活安全係
 　☎22-1152

問 住民課　戸籍係　☎22-7508

問 企画調整課　企画係　☎22-1152

問 大垣年金事務所　☎78-5166
　 自動音声案内②→②を選択
　 住民課　保険年金係　☎22-7509

▲

垂井町HP
　（物価高対応子育て応援手当）

TARUI information
まちのお知らせ

広報たるい　2026.２ 10広報たるい　2026.２11
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問 子育て推進課　子育て政策係　☎22-7506

申請は４月16日まで
第２子以降出産祝金

▶対　象／以下の条件を全て満たす人
　・令和８年３月31日までに第２子以降の子を出
産した母またはその配偶者で、子の出生日に
おいて町内に子と同一の住所を有する人

　・第２子以降の子の出生日に、その子以外の児
童（18歳に到達してから最初の３月31日までの
児童）を養育している人

▶支給金額／第２子以降の児童1人につき10万円
▶申請方法／担当課に備え付け、または町ホーム
ページからダウンロードした申請書に必要事項
を記入し、必要書類を添えて窓口または郵送に
て提出
▶申請期限／４月16日（木）必着

問 子育て推進課　子育て政策係　☎22-7506

物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援
するため、国の事業として物価高対応子育て応援
手当を支給します。
▶支給対象／垂井町に住所を有する０歳から高校
生世代までの対象児童を養育する保護者
▶対象児童／
　①令和７年９月分（９月出生の児童は10月分）の
児童手当支給対象児童

　②令和７年10月１日から令和８年３月31日まで
に出生した児童

▶支給額／対象児童１人につき２万円
▶その他／申請書類や支給日などは、ホームペー
ジを順次更新しますのでご確認ください。

問 住民課　環境衛生係　☎22-7510

プラスチック製容器包装の分別収集
に関する説明会を開催します

令和８年４月から、これまで可燃ごみとして処理し
ていたプラスチックのうち、「プラスチック製容器
包装」の分別収集を、通常のごみ出しにおいて新
たに実施します。対象となるプラスチックの種類や
出し方などを詳しく説明します。次のとおり説明会
を開催しますので、ぜひご参加ください。

ごみ収集のお知らせ

物価高対応子育て応援手当
を支給します

問 住民課　環境衛生係　☎22-7510

すべてのごみ収集なし

と　き 内　容

２月11日（水・祝）
２月23日（月・祝）

スチール缶の収集なし３月２日（月）
３月３日（火）

不燃物・
アルミ缶の収集なし

３月５日（木）
３月６日（金）

栗原地区まちづくりセンター

府中地区まちづくりセンター

東地区まちづくりセンター

宮代地区まちづくりセンター

岩手地区まちづくりセンター

ワイワイプラザ垂井

表佐地区まちづくりセンター

文化会館　小ホール

と　き ところ
２月13日（金）
19：00 ～
２月16日（月）
19：00 ～
２月18日（水）
19：00 ～
２月19日（木）
19：00 ～
２月20日（金）
19：00 ～
２月26日（木）
19：00 ～
２月27日（金）
19：00 ～
３月８日（日）
10：00 ～※いずれも振替収集は行いません。

本事業は令和７年度をもって終了の
ため、申請がお済みでない人は期限
までに申請をしてください。

Ｊアラートを使った全国一斉
情報伝達試験が実施されます

コンビニ交付サービス
を停止します

「セクシュアル・リプロダクティブ・
ヘルス/ライツ（SRHR）」とは、全ての
人が、心身ともに健康な状態で、性や
生殖に関する事柄を自分で自由に決
定できる権利、そのために必要な情報
やサービスを得られる権利などのこ
とをいいます。
性や身体、結婚や出産に関する考え方
は人それぞれであり、誰にでも自分の
生き方を選択する自由があります。
特に女性の場合、妊娠や出産によって
その後の人生が大きく変化するた
め、SRHRを本人や周りの人が理解し
ていることは非常に重要です。
SRHRは国際的に認められている人権
の一つですが、日本での認知度はまだ
まだ低い状況です。私たち一人ひと
りがこの権利について知り、各々が持
つ価値観や性差による違いを尊重し
合うことが、誰もが自分らしく生きら
れる社会の実現に繋がります。

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）は、
大規模地震や他国からの武力攻撃な
ど緊急事態が発生した場合において、
国が発信した緊急情報を町の防災行政
無線で瞬時に伝達するシステムです。
▶と　き／２月６日（金）　午前11時
▶方　法／町内の防災行政無線によ
る放送

システムメンテナンスにより、以下の
日程でコンビニ交付サービスを停止
します。コンビニ交付サービスによ
り各種証明書を取得する人は、お早め
に取得してください。
ご不便をおかけしますが、ご理解ご協
力をお願いします。
▶停止期間／３月９日（月）
　　　　　　  ～３月23日（月）　終日

毎月の国民年金保険料を口座振替の
当月末引き落とし（当月早割）で納付
したり、半年分、１年分、２年分をま
とめて前払い（前納）すると保険料が
割引されます。　
４月からの２年前納、１年前納、６か
月前納を希望する場合は、２月末日ま
でのお申し込みが必要です。金融機
関届出印や口座名義人等に誤りがあ
ると手続きが間に合わない場合があ
りますので、ご注意ください。
〇手続きに必要なもの：基礎年金番
号がわかる書類（基礎年金番号通知
書や年金手帳など）、口座振替を希
望する通帳、金融機関へのお届印、
顔写真付きの身分証明書類（免許証
やマイナンバーカードなど）

〇手続きができるところ：年金事務
所、住民課保険年金窓口、口座振替
を希望する金融機関窓口
　※マイナポータルからオンライン
申請もできますがマイナンバー
カード、署名用電子証明書のパス
ワード、ねんきんネットとの連携
が必要です

口座振替による前納制度の
ご利用は２月末が締切です

男女共同参画
自分らしく生きるための権利
「SRHR」について考えましょう

問 企画調整課　生活安全係
 　☎22-1152

問 住民課　戸籍係　☎22-7508

問 企画調整課　企画係　☎22-1152

問 大垣年金事務所　☎78-5166
　 自動音声案内②→②を選択
　 住民課　保険年金係　☎22-7509

▲

垂井町HP
　（物価高対応子育て応援手当）

TARUI information
まちのお知らせ

広報たるい　2026.２ 10広報たるい　2026.２11
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財源確保のため、有料広告を掲載しています。 財源確保のため、有料広告を掲載しています。

問 企画調整課　地域振興係　☎22-1152

有料広告を募集しています

広報たるいに会社やお店などの広告掲載を
募集しています。
▶掲載規格／縦4.5㎝×横8.5㎝
▶掲載料金／１枠あたり１ヶ月6,000円

▲詳細はこちら

【
有
料
広
告
】

【
有
料
広
告
】

・関係人口の創出
・多文化共生事業

事業に直接要する経費
のうち、上限15万円

自由（地域の特性を活かした
取組や地域が抱える課題解決
となる事業）

事業に直接要する経費のう
ち、上限10万円

行政提案型協働事業 団体提案型協働事業

地域課題の解決と地域の特性を活かしたまちづくりに
関する簡易的な事業
（例）公共の土地や公園等の環境整備など

事業に直接要する経費のうち、上限１万円

テーマ

テーマ

補助金額

補助金額

不動産無料相談会

空き家・空き地の管理方法や利活用
など、不動産に関するさまざまな悩
みに対する相談会を開催します。お
気軽にご相談ください。
▶と　き／２月27日（金）
　　　　　午後１時30分～３時30分
▶ところ／役場１階
　　　　　コミュニティルーム
▶対　象／空き家などの所有者や管

理者
▶相談料／無料
▶相談方法／相談員との面談
　※予約不要、当日来場受付のみ
▶相談対応者／（公社）岐阜県宅地建
物取引業協会西濃支部
問 企画調整課　企画係　☎22-1152

町少年少女合唱団
第43回定期演奏会

ひきこもりの状態にある人や家族に
対し、相談会を開催します。個別の
相談に応じますので、お気軽にお申
し込みください。
▶と　き／２月27日（金）
　①午後２時30分から
　②午後３時30分から
▶ところ／役場1階　会議室１Ａ
▶対　象／町在住の人
▶申込期限／２月24日（火）
▶申込方法／電話で申し込み
▶相談員／西濃圏域発達障がい支援
センター職員

相談会
ピアサポート事業のお知らせ

子どもたちの歌声を楽しみませんか。
どなたでも聴いていただけます。
▶と　き／２月22日(日)
　　　　　午後１時30分～
▶ところ／文化会館　大ホール
▶内　容／楽しい合唱曲、音楽劇
　　　　 「手ぶくろを買いに」
▶入場料／無料
問 文化会館　☎23-1010

第18回
ダンスフェスティバル

▶展示期間／２月14日(土)～22日(日)
　午前９時～午後５時
　※２月17日(火)は休館日、最終日
は午後３時まで

▶展示内容／
25周年記念
不破中学校美術部作品
芸術の部
日本画、水墨画、洋画、デザイン、版
画、書、彫塑工芸、手芸、写真
文芸の部
短歌、俳句、川柳
賛助作品
町内の老健、介護施設などの作品

第25回
垂井町芸術・文芸展

問 文化会館　☎23-1010
申・問 企画調整課　地域振興係　☎22-1152

問 住民課　保険年金係　 ☎22-7509
　 税務課　住民税係　　 ☎22-7500

「舞」をテーマに、色々なジャンルの
踊りを披露します。
▶と　き／３月１日(日)
　　　　　午後１時～
▶ところ／文化会館　大ホール
▶内　容／ソーラン・ダンス・フラ
ダンス・舞踊などのグループ発表
▶入場料／無料

地域の課題解決のために、町が提示するテーマに沿った事
業や、みなさんが企画・推進する事業を町と協働して実施
します。
行政・団体提案型事業
▶対　象／町内で活動する企業、自治会、NPO法人などで、
構成人数などの応募条件を満たす団体

グループ提案型事業
▶対　象／小グループ、サークルなど

▶申込方法／必要な提出書類などは、お問い合わせくださ
い。
▶申込期限／３月19日（木）
▶その他／提案いただいた事業は、書類審査およびプレゼ
ンテーションを経て審査会で採択の可否を決定します。
　※町議会において、本予算成立後、事業を執行します。

問 文化会館　☎23-1010

　

協働によるまちづくりの推進
「提案型協働事業」を募集 医療費通知について

国民健康保険加入者
令和７年11月・12月診療分の医療費通知は２月末から順
次発送します。確定申告の医療費控除の資料として利用す
る人は、今しばらくお待ちください。年間分（１月分から
12月分）の発行を希望する人は、本人確認書類を持参のう
え、保険年金係の窓口で申請をお願いします。２月中旬か
ら発行予定です。
令和７年１月診療分から10月診療分の医療費通知は12月
末に発送しています。再発行はできませんので、紛失など
により手元にない場合は、年間分の発行の申請をお願いし
ます。

後期高齢者医療保険加入者
医療費通知は２月上旬に岐阜県後期高齢者医療広域連合か
ら発送予定です。令和６年11月・12月診療分が記載され
た通知、令和７年１月から10月診療分が記載された通知が
同封されて発送されます。確定申告の医療費控除に利用す
る場合は、年度にお気をつけください。令和６年分の医療
費通知を利用して、令和７年分の医療費控除を受けること
はできません。令和７年11月・12月診療分については、ご
自身で資料を準備する必要があります。

申・問 健康福祉課　障がい福祉係
　　　 ☎22-7520

TARUI information
まちのお知らせ

広報たるい　2026.２ 12広報たるい　2026.２13
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財源確保のため、有料広告を掲載しています。 財源確保のため、有料広告を掲載しています。

問 企画調整課　地域振興係　☎22-1152

有料広告を募集しています

広報たるいに会社やお店などの広告掲載を
募集しています。
▶掲載規格／縦4.5㎝×横8.5㎝
▶掲載料金／１枠あたり１ヶ月6,000円

▲詳細はこちら

【
有
料
広
告
】

【
有
料
広
告
】

・関係人口の創出
・多文化共生事業

事業に直接要する経費
のうち、上限15万円

自由（地域の特性を活かした
取組や地域が抱える課題解決
となる事業）

事業に直接要する経費のう
ち、上限10万円

行政提案型協働事業 団体提案型協働事業

地域課題の解決と地域の特性を活かしたまちづくりに
関する簡易的な事業
（例）公共の土地や公園等の環境整備など

事業に直接要する経費のうち、上限１万円

テーマ

テーマ

補助金額

補助金額

不動産無料相談会

空き家・空き地の管理方法や利活用
など、不動産に関するさまざまな悩
みに対する相談会を開催します。お
気軽にご相談ください。
▶と　き／２月27日（金）
　　　　　午後１時30分～３時30分
▶ところ／役場１階
　　　　　コミュニティルーム
▶対　象／空き家などの所有者や管

理者
▶相談料／無料
▶相談方法／相談員との面談
　※予約不要、当日来場受付のみ
▶相談対応者／（公社）岐阜県宅地建
物取引業協会西濃支部
問 企画調整課　企画係　☎22-1152

町少年少女合唱団
第43回定期演奏会

ひきこもりの状態にある人や家族に
対し、相談会を開催します。個別の
相談に応じますので、お気軽にお申
し込みください。
▶と　き／２月27日（金）
　①午後２時30分から
　②午後３時30分から
▶ところ／役場1階　会議室１Ａ
▶対　象／町在住の人
▶申込期限／２月24日（火）
▶申込方法／電話で申し込み
▶相談員／西濃圏域発達障がい支援
センター職員

相談会
ピアサポート事業のお知らせ

子どもたちの歌声を楽しみませんか。
どなたでも聴いていただけます。
▶と　き／２月22日(日)
　　　　　午後１時30分～
▶ところ／文化会館　大ホール
▶内　容／楽しい合唱曲、音楽劇
　　　　 「手ぶくろを買いに」
▶入場料／無料
問 文化会館　☎23-1010

第18回
ダンスフェスティバル

▶展示期間／２月14日(土)～22日(日)
　午前９時～午後５時
　※２月17日(火)は休館日、最終日
は午後３時まで

▶展示内容／
25周年記念
不破中学校美術部作品
芸術の部
日本画、水墨画、洋画、デザイン、版
画、書、彫塑工芸、手芸、写真
文芸の部
短歌、俳句、川柳
賛助作品
町内の老健、介護施設などの作品

第25回
垂井町芸術・文芸展

問 文化会館　☎23-1010
申・問 企画調整課　地域振興係　☎22-1152

問 住民課　保険年金係　 ☎22-7509
　 税務課　住民税係　　 ☎22-7500

「舞」をテーマに、色々なジャンルの
踊りを披露します。
▶と　き／３月１日(日)
　　　　　午後１時～
▶ところ／文化会館　大ホール
▶内　容／ソーラン・ダンス・フラ
ダンス・舞踊などのグループ発表
▶入場料／無料

地域の課題解決のために、町が提示するテーマに沿った事
業や、みなさんが企画・推進する事業を町と協働して実施
します。
行政・団体提案型事業
▶対　象／町内で活動する企業、自治会、NPO法人などで、
構成人数などの応募条件を満たす団体

グループ提案型事業
▶対　象／小グループ、サークルなど

▶申込方法／必要な提出書類などは、お問い合わせくださ
い。
▶申込期限／３月19日（木）
▶その他／提案いただいた事業は、書類審査およびプレゼ
ンテーションを経て審査会で採択の可否を決定します。
　※町議会において、本予算成立後、事業を執行します。

問 文化会館　☎23-1010

　

協働によるまちづくりの推進
「提案型協働事業」を募集 医療費通知について

国民健康保険加入者
令和７年11月・12月診療分の医療費通知は２月末から順
次発送します。確定申告の医療費控除の資料として利用す
る人は、今しばらくお待ちください。年間分（１月分から
12月分）の発行を希望する人は、本人確認書類を持参のう
え、保険年金係の窓口で申請をお願いします。２月中旬か
ら発行予定です。
令和７年１月診療分から10月診療分の医療費通知は12月
末に発送しています。再発行はできませんので、紛失など
により手元にない場合は、年間分の発行の申請をお願いし
ます。

後期高齢者医療保険加入者
医療費通知は２月上旬に岐阜県後期高齢者医療広域連合か
ら発送予定です。令和６年11月・12月診療分が記載され
た通知、令和７年１月から10月診療分が記載された通知が
同封されて発送されます。確定申告の医療費控除に利用す
る場合は、年度にお気をつけください。令和６年分の医療
費通知を利用して、令和７年分の医療費控除を受けること
はできません。令和７年11月・12月診療分については、ご
自身で資料を準備する必要があります。

申・問 健康福祉課　障がい福祉係
　　　 ☎22-7520

TARUI information
まちのお知らせ

広報たるい　2026.２ 12広報たるい　2026.２13
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TARUI information
まちのお知らせ

【
有
料
広
告
】

財源確保のため、有料広告を掲載しています。

心身の健康や栄養のことなど、悩みを相談しませんか。
血圧測定、体組成計による測定もできます。
▶と　き／２月16日（月）　①午前９時30分から
　　　　　　　　　　　　  ②午前10時30分から
▶ところ／保健センター　　　　
▶持ち物／健康手帳（お持ちの人）、みそ汁（大さじ１杯程

度、塩分測定希望者）
▶申込期限／２月12日（木）

からだやこころの健康相談

乳幼児すこやか相談

子育てについて、悩みを相談しませんか。身体測定もで
きます。
▶と　き／３月３日（火）　午前９時15分～11時
▶ところ／保健センター
▶対　象／乳幼児
▶持ち物／母子健康手帳
▶予約方法／二次元コードから
　　　　　　（当日予約のみ電話）

▲予約はこちら

にこにこキッチン

子どもと一緒におやつを作って、幼児期の食事について
学びませんか。
食事の困りごと解決の糸口が見つかるかも。
▶と　き／３月11日（水）
　　　　　午前10時～正午
▶ところ／保健センター
▶対　象／令和５年４月～令和６年１月生まれ
▶定　員／８組（先着順）
▶内　容／親子クッキング（かんたんツナマヨパン・ポ

テトパン）
▶持ち物／母子健康手帳、エプロン、三角巾、手ふきタオ

ル、お茶
▶申込期限／２月２日（月）～３月４日（水）
▶予約方法／二次元コードから

こころのストレスチェックと相談先
を確認できます。

▲予約はこちら

プレママキッチン

慢性腎臓病（CKD）を知っていますか？

食事について学び、ママ友を作りませんか。
▶と　き／２月17日（火）
　　　　　午前10時～午後１時
▶ところ／保健センター
▶対　象／妊婦（夫婦での参加も可）
▶定　員／８人（先着順）
▶内　容／
　・お腹の赤ちゃんにもやさしい食事作り
　・妊娠中～産後の食事、出産、育児、母乳の話
　・抱っこ、着替えの練習
▶持ち物／母子健康手帳、副読本、エプロン、三角巾、
　　　　　マスク
▶申込期限／２月10日（火）
▶予約方法／二次元コードから

腎障害や腎臓の働きが低下した状態が３か月以上続く状
態のことを慢性腎臓病（CKD）といいます。Chronic Kidney 
Diseaseの頭文字をとってCKDと表します。慢性腎臓病
（CKD）は、新たな国民病として注目されており、近年メディ
アなどで取り上げられることが増えてきました。
慢性腎臓病（CKD）の原因は、加齢による腎機能の低下のほ
か、高血圧や糖尿病も影響します。腎臓は沈黙の臓器と
もいわれ、慢性腎臓病（CKD）の初期段階では自覚症状が乏
しく、貧血、疲労感、むくみなどの症状が現れたときには
病気がかなり進行している可能性があります。そして、
腎臓は一定のレベルまで悪化すると、元の健康な状態に
は戻りません。
慢性腎臓病（CKD）の早期発見や腎機能のチェックのために
も、年１回の健診を必ず受診しましょう。

▲予約はこちら

公務員合同説明会

エコドームにおいて、来所者案内や資
源物仕分け作業のお手伝いをいただ
けるボランティアを募集します。
▶従事日数／月２～４日程度
　１回３時間（午前９時～正午または
午後１時～４時）
　※毎月シフトを作成し、従事する日
をお知らせします。

▶報償費／1回700円
▶募集人数／３人（先着順）
　※ただし土日に従事いただける人
を優先します。
▶申込方法／担当課またはエコドー
ムに備え付けの申込用紙を提出。
　※申込みはエコド－ムでも可
▶申込期限／２月20日（金）
▶その他／３月に研修を行い、４月か
ら従事していただきます。

エコドームボランティア
を募集します

学芸員のガイドにより、竹中半兵衛の
居城「菩提山城」や墓所のある禅幢寺な
どを巡り、竹中半兵衛を身近に感じる
ツアーを行います。
▶と　き／３月１日（日）
　　　　　午前10時～午後３時
▶集合場所／岩手地区まちづくりセンター
▶参加費／無料
▶定　員／先着30人
▶その他／昼食を持参してください

学芸員と行く！
竹中半兵衛を巡るツアー

身体に障がいがある人の身体障害者手
帳、補装具、生活など各種相談に応じ
ます。相談は無料で秘密は固く守られ
ますので、安心してご相談ください。
▶と　き／２月14日(土)
　　　　　午前10時～正午
▶ところ／府中地区まちづくりセンター

身体障害者相談員
による巡回相談

問 身体障害者相談員　宮本
 　☎090-7699-3845

公務員を目指している人を対象に、
合同説明会を開催します。
▶と　き／３月７日（土）
　　　　　４月４日（土）
　いずれも午後１時～４時
　（正午から受付開始）※予約不要
　事情により延期または内容を変更
する場合があります。
▶ところ／大垣市林町５-18　光和ビル
　　　　　４階会議室
▶参加団体／自衛隊大
垣地域事務所　ほか

問 自衛隊岐阜地方協力本部
　 大垣地域事務所（大垣市林町５-18
　 光和ビル２階）　☎73-1150

知的障害者相談員
による相談

知的障がいの人やそのご家族の悩み・
相談に応じます。相談は無料で秘密
は固く守られますので、安心してご相
談ください。
▶と　き／２月13日(金)
　　　　　午前10時～正午
▶ところ／町福祉会館
問 健康福祉課　障がい福祉係
 　☎22-7520 

申・問 住民課　環境衛生係　☎22-7510
　　　 エコドーム　☎22-1853

住み慣れた地域で自立した生活を営
むことができるよう、相談支援事業者
による巡回相談を実施します。相談
は無料で秘密は固く守られますので、
安心してご相談ください。 
▶と　き／２月26日（木）
　　　　　午前９時30分～11時30分 
▶ところ／役場１階　相談室１Ａ 
▶内　容／相談員による生活、福祉サー
ビス、障がいの症状など各種相談 

▶定　員／２件（１件あたり１時間） 
▶申込方法／電話で申し込み
▶申込期限／２月19日（木） 

障がい（知的・精神）に
関する巡回相談 

申・問 健康福祉課　障がい福祉係
　　 　☎22-7520

総務省では、統計への関心と理解を深
めるために定められた「統計の日」（毎
年10月18日）の周知を図るため、「統
計の日」の標語を募集しています。入
選作品は、「統計の日」のポスターをは
じめとする各種広報に
活用されます。詳細は
町ホームページをご確
認ください。ご応募を
お待ちしています。
▶募集期間／
▶応募資格／どなたでも
▶応募方法／応募フォーム、メール、
郵送のいずれか
▶その他／入選者には、表彰状、副賞
が授与されます。

令和８年度
「統計の日」標語を募集

申・問 タルイピアセンター　☎23-3746

▲自衛隊岐阜地方協力本部
　ホームページ

▲詳細はこちら

▲

菩
提
山
城
跡
か
ら
の
景
色

腎臓は、腰の辺りに２個（左右一
対）ある、そらまめのような形を
した器官です。
血液をろ過して老廃物を尿とし
て排出したり、血圧をコントロー
ルするなど多くの役割があり、健
康でいるための大切な働きをし
ています。

◀慢性腎臓病（CKD）の詳細はこちら 
　岐阜県ホームページ（岐阜県慢性腎臓病対策について）

問 総務省政策統括官付統計企画管理
　 官室　地方統計機構担当
　　   toukeinohi@soumu.go.jp
　 企画調整課　企画係　☎22-1152

２月１日（日）～４月30日（木）
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問 保健センター　☎22-1021保健センター
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